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Ⅱ 西風新都における交通の 
スマート化について 
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１ 地形状況 

広大なエリア 

面積 4,570ha 
  ※南北方向 約10km 

  ※東西方向 約7km 

標高221m 
石内(北)交差点 
※こころ団地 

標高86m 
大塚駅北交差点 

標高142m 
高速4号線 
沼田口交差点 

著しい高低差 

高低差 
 ①約140m 

※距離 約2.3km 

 ②約60m 
 ※距離 約1.0km 

① 
② 

※標高はGoogle Earth 上で読取ったもの 

東西方向約7km 

南北方向 
 約10km 
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２ 交通の現況 

（１） 代表交通手段別の割合 
ア 域内内々交通 

※データは広島市交通実態調査（H20）より 
※デルタとは、太田川デルタ部における太田川水系河川に囲まれたエリアのこと 
※代表交通手段とは、１回の移動で複数の交通手段を使った場合、その中の主な交通手段のこと 
※トリップとは、人がある目的をもってある地点からある地点へ移動したときの単位のこと 
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西風新都内々 デルタ内々 

・自転車利用が尐ない 
・自動車利用が多い 

総ﾄﾘｯﾌﾟ数 
5万5千ﾄﾘｯﾌﾟ 

総ﾄﾘｯﾌﾟ数 
60万4千ﾄﾘｯﾌﾟ 
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２ 交通の現況 

イ 域内内外交通 

西風新都内外 デルタ内外 

・自動車利用が多い 
・公共交通利用が尐ない 

公共交通 21.5％ 公共交通 33.4％ 

総ﾄﾘｯﾌﾟ数 
11万9千ﾄﾘｯﾌﾟ 

総ﾄﾘｯﾌﾟ数 
63万8千ﾄﾘｯﾌﾟ 
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西風新都内々 デルタ内々 

２ 交通の現況 

（２） 生活交通における交通手段別の割合 
ア 域内内々交通 

※交通目的が「買物」「私用」の交通を生活交通とした 

徒歩・自転車 27.3％ 徒歩・自転車 63.1％ 

・自動車利用が多い 
・徒歩、自転車利用が尐ない 

総ﾄﾘｯﾌﾟ数 
1万6千ﾄﾘｯﾌﾟ 

総ﾄﾘｯﾌﾟ数 
18万6千ﾄﾘｯﾌﾟ 
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西風新都内外 デルタ内外 

２ 交通の現況 

（３） 通勤・通学交通における手段別の割合 
ア 域内内外交通 

※交通目的が「出勤」「登校」の交通を通勤・通学交通とした 

公共交通 30.7％ 

・自動車利用が多い 
・公共交通利用が尐ない 

公共交通 46.4％ 

総ﾄﾘｯﾌﾟ数 
35千ﾄﾘｯﾌﾟ 

総ﾄﾘｯﾌﾟ数 
176千ﾄﾘｯﾌﾟ 
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２ 交通の現況 

（４） 生活交通における域内移動量 

生活交通の 
域内移動量 
（トリップ） 

居住人口 
（人） 

１人当りの 
域内移動量 
（トリップ／人） 

西風新都 １６，３５６ ４７，４２４ ０．３４５ 

デルタ １８５，６１３ ２７４，５６９ ０．６７６ 

※居住人口は広島市交通実態調査（H20）における 
 住民アンケート調査時の住民基本台帳人口（Ｈ20.9.30現在） 

※交通目的が「買物」「私用」の交通を生活交通とした 
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２ 交通の現況 

（５） 公共交通網 

くすの木台線 
 バスセンター方面 23便 
 くすの木台方面  22便 

花の季台・こころ団地線 
 バスセンター方面 142便 
 こころ方面    144便 

沼田ループ線 
 右回り 6便 
 左回り 5便 
沼田高校行 
 広島駅から 3便 
 あさひが丘 3便 

五月が丘団地・免許センター線 
 バスセンター方面    38便 
 五月・免許センター方面 31便 
田方経由 
 本通方面     1便 
 五月が丘団地方面 5便 
広島修道大学止まり 
 ※大学休暇時一部運休 
 横川駅・バスセンター方面 17便 
 広島修道大学方面     21便 

藤の木団地線 
 バスセンター方面 8便 
 藤の木方面    6便 

石内線 
 市大方面   6便 
 五日市駅方面 7便 
 沼田高校行  1便 

奥畑線 
 大原駅方面 11便 
 奥畑方面  13便 

椎原線 
 大原駅方面 2便 
 椎原方面  3便 

三菱団地線 
 大原駅方面  10便 
 長楽寺駅方面 10便 

戸山・久地線 
 大原駅方面   36便 
 くすのき台方面 39便 

若葉台線 
 大原駅方面 24便 
 若葉台方面 18便 

BonBus五月が丘線 
 西広島駅方面 39便 
 五月が丘方面 40便 

※便数は平日 広島電鉄 第一タクシー 

アストラムライン 
 本通駅方面    109便 
 広域公園前駅方面 113便 
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３ 西風新都における交通の特徴と問題点 

 
 
 
 
 

・マイカー依存で環境への負荷が大きい交通体系 

・公共交通サービスの利便性が低い地域の存在 

徒歩・自転車では移動負荷が大 

 

○移動手段は、自転車利用が少なく、自家用車利用が中心 
○域内内外移動において、公共交通利用の割合が少ない 
○生活交通における域内人口に比して、移動機会が少ない 

・エリア内は著しい高低差 
・エリアが広大 
・複合的な都市構造のため 
 交通需要が多様 

公共交通サービスで全てのニーズを
網羅できない 

  特 徴   

 【要因分析】  

  問題点   

自家用車等、プライベートな交通
手段が主体 
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４ 超小型モビリティについて 

超小型モビリティ 
（四輪タイプ） 

が分担すべき領域 

超小型モビリティ 
が代替可能な 
交通領域 

（出典：国土交通省HP） 

・超小型モビリティとは 

自動車よりコンパクトで小回りが利き、環境性能に 

優れ、地域の手軽な移動の足となる１人～２人乗り 

程度の車両 

（出典：国土交通省HP） 

（出典：横浜市HP） 
21 
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４ 超小型モビリティについて 

（出典：国土交通省資料） 22 

４ 超小型モビリティについて 

（出典：国土交通省HP） 

利活用イメージと導入効果 

自然豊かな観光地域 
～観光回遊・周遊～ 

中山間地 
～日常の交通～ 

郊外住宅地 
～日常の交通～ 

大規模開発地区 
～日常の交通～ 

近距離（５ｋｍ圏内）の 

日常的な交通手段として 

小規模配送やポーターサービス等 

の配送手段として 

→ 買い物、地域活動、通勤・通学など、日常生活交通の「新たな交通手段
の提供」、「子育て層や高齢者の移動支援」 

→ 人の流動・交流の活発化を通じた「地域社会の活性化」 
→ 公共交通と結節した末端交通としての活用による「交通システムの最適
化」、「コンパクトなまちづくりとの融和」など 

→ 立寄り地点・範囲の増加による「回遊性の向上」と「地域の魅力再発見」 
→ 「観光地の魅力向上・集客増加」 
→ 自然環境やまちとの調和による「地域の付加価値向上」 など 

→ 「荷捌き駐車問題の改善」 
→ 「小規模・地域内物流の効率化」 
→ 効率的な小口輸送の実現による「サービスの向上」 など 

中心市街地（商業地・観光地） 
～まちの回遊・観光回遊～ 

中心市街地 
～物流効率化～ 

観光地・商業地での 

回遊・周遊の際の移動手段として 

23 
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４ 超小型モビリティについて 

（出典：国土交通省HP） 

○道路運送車両法上の区分 
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５ 超小型モビリティの認定制度概要 

（出典：国土交通省HP） 

 認定制度では、安全確保を最優先に考え、①高速道路等は走行しないこ
と、②交通の安全等を図るための措置を講じた場所において運行するこ
と、等を条件とした上で一部基準を緩和することとし、認定を受けた超
小型モビリティは公道走行が可能となります。 

超小型モビリティの認定制度概要 

○対象とする超小型モビリティ 
  ① 長さ、幅、高さが軽自動車の規格内の三・四輪自動車 
  ② 乗車定員２人以下のもの（２個の年尐者用補助乗車装置を取り付けたものにあっては、３人以下）   
  ③ 定格出力8kW以下（又は排気量125cc以下）のもの 
 

○申請者 
 地方公共団体又は地方公共団体が組織した協議会 
  
○認定時の保安基準の取り扱い 
  安全確保を最優先として、主に以下の取り扱いを行う。 
 （主な例）制限された運行地域→座席の取付強度基準を緩和 
      車幅の狭い車両→二輪の灯火器の保安基準を適用  
 

○認定後の措置 
 ・一台毎の基準適合性審査（いわゆる車検）を軽自動車検査協会にて実施 
 ・使用者に対する運行地域、安全対策等の事前説明 
 ・運行時には、各車両に認定書の写しを携帯させるとともに、   
  申請者は、毎年運行結果を地方運輸局長に報告 

25 
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６ 検討課題の整理 

（１） 検討の方向性 

 ○公共交通の利用促進       ⇒ 端末交通手段の確保 

 ○環境負荷の少ない交通体系の構築 ⇒ 効率的なシステムの構築 

 ○地域活性化のため、移動機会の増 ⇒ 手軽で使いやすい交通手段の導入 

 環境に優しく地域の手軽な交通手段としての適

用性が高い超小型モビリティを活用した交通ま

ちづくりと、ＩＣＴ技術を利用した使いやすく

効率的な交通システムの導入について検討する 

交通課題と対応 

○低炭素社会の実現 

○人口減少・高齢社会への対応 

社会的要請 

○スマートコミュニティの推進 

西風新都都市づくりの重点施策 
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•  アンケート調査やヒアリングの実施による 
潜在需要の把握 

•  事業主体、運営スキームの検討 

•  西風新都の特性に応じた、地域のまちづくり
につながる事業計画の立案 

•  使いやすく効率的な交通システムの構築 

•  各種データとの組み合わせによる新たな 
サービスの確立等 

６ 検討課題の整理 

（２） 検討項目 

イ ＩＣＴ技術を活用したスマート化の検討 

ア 事業計画の策定 
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